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個人防護具 飛沫などの暴露リスクを最小限にするためのバリアとして装着

するマスク，ゴーグル，ガウン，手袋等をいう。病原体の感染経

路や用途（問診，診察，調査，侵襲的処置等）に応じた適切なも

のを選択する必要がある。 

抗インフルエンザウイルス

薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによっ

て，インフルエンザの症状を軽減する 薬剤。ノイラミニダーゼ阻

害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つであり，ウイルスの増

殖を抑える効果がある。 

国立健康危機管理研究機

構（JIHS） 

国立健康危機管理研究機構法に基づき，統括庁や厚生労働省

に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家組織として，

2025 年 4 月に設立される国立健康危機管理研究機構。国立

感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センター

を統合し，感染症等の情報分析・研究・危機対応，人材育成，国

際協力，医療提供等を一体的・包括的に行う。 

再興型インフルエンザ 感染症法第 6 条第 7 項において，かつて世界的規模で流行し

たインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経

過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したも

のであって，一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する

免疫を獲得していないことから，当該感染症の全国的かつ急速

なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがあると認められるもの。 

指定感染症 感染症法第 6 条第 8 項において，既に知られている感染性の

疾病（一類感染症，二類感染症，三類感染症及び新型インフルエ

ンザ等感染症を除く。）であって，感染症法の第三章から第七章

までの規定の全部又は一部を準用しなければ，当該疾病のまん

延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが

あるものとして政令で定めるものをいう。 

指定（地方）公共機関 特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号に

規定する指定（地方）公共機関。電気，ガス，空港管理，鉄道等の

社会インフラや医療，金融，通信等に関連する事業者が指定さ

れている。 

住民接種 特措法第 27 条の 2 の規定により，新型インフルエンザ等が国

民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え，国民生活及び国

民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の

必要があると認めるときに，対象者及び期間を定め，予防接種

法第 6 条第 3 項の規定に基づき実施する予防接種のこと。 


